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久留米市セーフコミュニティでは、重点取組の一つとして「交通安全」に取り組んでいます。 

▼後を絶たない飲酒運転 

▼飲酒運転を見逃さない！ 

飲酒運転は極めて悪質、危険な“犯罪”です。 

平成18年の海の中道大橋での飲酒運転事故を 

きっかけに、社会全体で飲酒運転撲滅の取り組みが 

進められてきましたが、 

未だ飲酒運転は後を絶ちません。 

飲酒運転 

事故・検挙 

 

 件数 

久留米警察署管内 96件（前年比+27） 

うきは警察署管内 6件（前年比-１５） 

 

ふらついて、蛇行するなど 

飲酒運転の疑いのある車を見かけた 

「お酒に酔ってる…？」そんな人が 

運転席に乗ろうとしている 

駐車している車の運転席で飲酒している 

市民の目👁 飲酒運転を０に！ で 

●飲酒運転事故や検挙件数は、氷山の一角です 

～飲酒運転をしてしまいそうな人、身近な人の飲酒運転に悩んでいる人のための相談窓口（福岡県）～ 

📞 092-609-9110 月～金曜（祝日、年末年始を除く。）10 時～16 時 

 

●こんなときは  110番  

× 
二度と悲惨な事故がおきないよう、 

「飲酒運転をしない！させない！」 

という強い意識をもちましょう。 

い ん し ゅ う ん て ん     ゼロ し み ん    め  

●令和3年中の飲酒運転検挙件数 

福岡県の条例※１で、 

 

 

また、酒類を提供する店には、通報しなかった

場合の罰則もあります。 

周囲の皆で厳しい目を向けて、 

飲酒運転を根絶しましょう！ 

※１：福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例 

→久留米警察署管内では大幅に増えています。 

飲酒運転を見かけたら、１１０番通報する 

義務があります。 

不思議だね 

だめだと言われているのに 

飲酒運転 

森 優樹さん（篠山小学校５年）の標語 

マンガや動画で学ぶ 

「飲酒運転撲滅」 

（福岡県警察） 

「ちょっとぐらい大丈夫」という気持ちが、

取り返しのつかない事態につながります。 


